
報
告
第
三
号 

  
 

 

令
和
七
年
第
二
回
定
例
県
議
会
議
案
に
対
す
る
教
育
委
員
会
の
意
見
に
つ
い
て 

  

大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
又
は
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
紙
の
と
お
り 

臨
時
に
代
理
し
処
分
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
。 

     

令
和
七
年
六
月
十
一
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 
 

山 

田 

雅 

文 
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教委教改第２６１号  

    令和７年５月３０日 
 

 大分県知事 佐 藤 樹 一 郎 殿 

 

 

大分県教育委員会 

    教育長 山 田 雅 文  
 

 

議案に対する教育委員会の意見について（回答） 
 

 

 令和７年５月２７日付け財第１１０号で照会のあった上記のことについて、

下記のとおり回答します。 

 

 

記 

 

 

  原案のとおり提出することに異議ありません。 
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（１）県立学校 （２）市町村立学校

２　増減の内訳

【参考】児童・生徒数等の前年度比較

※高等学校は収容定員を記載している

４,５２４人 ２,５７５人 

▲２０人 

計

２,２９６人 １,２２４人 ３０人 ３,５５０人 改正後

　大分県立学校職員及び大分県市町村立学校県費負担教職員定数条例の一部改正について

１　改正の内容

　令和７年５月１日を基準日とする学校基本調査の結果、県立学校及び市町村立学校の生徒収容定員、児童生徒数及び学級数が確定したため、

大分県立学校職員及び大分県市町村立学校県費負担教職員定数条例第３条第１項各号の職員の定数を次のとおり改正する。

改正後

７,０９９人 

▲２３人 ２１人 

４,５２１人 

改正前

小学校

２,３１０人 １,１９３人 ２６人 ３,５２９人 

（２）市町村立学校（１）県立学校

改正前

高等学校 特別支援学校 中学校

増　減 ▲１４人 ３１人 ４人 ２１人 

増　減

 第１号（県立学校職員）

中学校 計

２,５５５人 ７,０７６人 

３,５２９人 

改正後

第２号（市町村立学校県費負担教職員）

３,５５０人 ７,０７６人 

７,０９９人 改正前

増減

Ｒ６

Ｒ７

高等学校※

２２,８００人 

２３,０００人 

▲２００人 

特別支援学校

１,６７５人 

１,６０９人 

６６人 

中学校

３５８人 

３５９人 

▲１人 

計

２,０３３人 

１,９６８人 

６５人 

Ｒ７

Ｒ６

増減

教育庁教育人事課

５３,３５９人 ２７,７４３人 ８１,１０２人 

▲１,４８４人 ▲２８１人 ▲１,７６５人 

小学校 中学校 計

５１,８７５人 ２７,４６２人 ７９,３３７人 

▲２３人 増　減 ▲３人 

[資料_(1)_報告_③]

-8-


